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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波振動子を有し且つこれらの各超音波振動子から送信される超音波ビームを、穿刺
針を含む被検体内で３次元状にスキャンさせながらその超音波エコー信号を取得するデー
タ取得手段と、
　前記データ取得手段により取得された前記超音波エコー信号に基づいて前記被検体内の
形態情報及びその血流情報の少なくとも一方に関する３次元データを実時間で解析するデ
ータ解析手段と、
　前記データ解析手段により解析された前記３次元データに基づいて前記被検体内の任意
断面の２次元断層像及び３次元投影像の少なくとも一方を含む画像を実時間で生成する超
音波画像生成手段と、
　前記超音波画像生成手段で生成した前記画像を表示するモニタと、
　前記被検体内の前記任意断面に対する前記穿刺針の穿刺位置のずれ方向を検知するずれ
検知手段と、
　前記ずれ検知手段の検知結果に基づいて前記ずれ方向に応じて出力される音を変更する
ナビゲーション情報提供手段と、
を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　検知される前記ずれ方向は、前記任意断面に対する手前側と奥側とのいずれかであるこ
とを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
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【請求項３】
　出力される前記音は第１の音と第２の音とがあり、
　前記ナビゲーション情報提供手段は、前記ずれ方向に応じて前記第１の音と前記第２の
音とのいずれかの出力を切り替えることを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記第１の音と前記第２の音とは、低音の音と高音の音であることを特徴とする請求項
３記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記第１の音と前記第２の音とは、連続音と間歇音であることを特徴とする請求項３記
載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記第１の音と前記第２の音とは、音が出力される場所が異なることを特徴とする請求
項３記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記ずれ検知手段は、前記超音波ビームを３次元状にスキャンすることにより得られる
複数の断層面ごとに、前記穿刺針の先端のエコー信号強度を調べ、どの断層面に前記穿刺
針の先端が位置するかを検知することによりずれ方向を検知することを特徴とする請求項
１ないし６のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　超音波振動子を有し且つこれらの各超音波振動子から送信される超音波ビームを、穿刺
針を含む被検体内で３次元状にスキャンさせながらその超音波エコー信号を取得するデー
タ取得手段と、
　前記データ取得手段により取得された前記超音波エコー信号に基づいて前記被検体内の
形態情報及びその血流情報の少なくとも一方に関する３次元データを実時間で解析するデ
ータ解析手段と、
　前記データ解析手段により解析された前記３次元データに基づいて前記被検体内の任意
断面の２次元断層像及び３次元投影像の少なくとも一方を含む画像を実時間で生成する超
音波画像生成手段と、
　前記超音波画像生成手段で生成した前記画像を表示するモニタと、
　前記被検体内の前記任意断面に対する前記穿刺針の穿刺位置のずれ方向を検知するずれ
検知手段と、
　前記ずれ検知手段の検知結果に基づいて前記ずれ方向に応じて出力される音を変更する
ナビゲーション情報提供手段と、
を備え、
　前記ナビゲーション情報提供手段は、穿刺位置のずれ方向に応じて音が出力される場所
を変更可能であることを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、超音波ビームをリアルタイムに３次元的に走
査し及びその走査により得られる画像の表示が可能な超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、穿刺針を生体内に穿刺し、穿刺針により腫瘍などの組織を採取する検査や、
穿刺針の先端から薬剤を局所投与する治療や、穿刺針の先端からマイクロ波やラジオ波を
照射する焼灼治療等の穿刺術が行われている。
【０００３】
　このような穿刺術は従来から各種の穿刺法が考案され、診断及び治療に供されているが
、穿刺針を盲目的に穿刺してもよい場合を除き、リアルタイムにＸ線透視像等の画像を見
ながら病巣等の穿刺ターゲットを確認して行うモニタ法と併用されることが多い。とくに
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近年では、安全性及び確実性をより一層高める目的で、Ｘ線透視に代わって超音波画像を
用いて穿刺針の誘導を行う超音波穿刺術が主流になっている。
【０００４】
　このような超音波穿刺術を行う超音波診断装置としては、下記特許文献１に記載された
ものが知られている。
【０００５】
　特許文献１に記載された超音波診断装置においては、穿刺針の穿刺位置が最初に設定し
た断層面に対して手前側にずれたか奥側にずれたかを判断し、そのずれ方向によりモニタ
に表示される穿刺針の色を変えるようにしている。例えば、穿刺針が最初に設定した断層
面に対して手前側にずれた場合にはモニタに表示される穿刺針を赤色に表示し、奥側にず
れた場合にはモニタに表示される穿刺針を青色に表示している。
【特許文献１】特開２０００－１８５０４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前述の特許文献１に記載された超音波診断装置においては、以下の点に
ついて配慮がなされていない。
【０００７】
　この超音波診断装置では、穿刺針の穿刺位置のずれ方向によりモニタに表示される穿刺
針の色を変えているが、オペレータが穿刺針の色の変化に気付くのが一瞬遅れるという事
態が発生しうる。
【０００８】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、その目的は、超音波穿刺術
を行っているオペレータに対して穿刺針の穿刺位置のずれを速やかに知らせ、安全で正確
な穿刺術を行うことができる超音波診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施の形態に係る第１の特徴は、超音波振動子を有し且つこれらの各超音波振
動子から送信される超音波ビームを、穿刺針を含む被検体内で３次元状にスキャンさせな
がらその超音波エコー信号を取得するデータ取得手段と、前記データ取得手段により取得
された前記超音波エコー信号に基づいて前記被検体内の形態情報及びその血流情報の少な
くとも一方に関する３次元データを実時間で解析するデータ解析手段と、前記データ解析
手段により解析された前記３次元データに基づいて前記被検体内の任意断面の２次元断層
像及び３次元投影像の少なくとも一方を含む画像を実時間で生成する超音波画像生成手段
と、前記超音波画像生成手段で生成した前記画像を表示するモニタと、前記被検体内の前
記任意断面に対する前記穿刺針の穿刺位置のずれ方向を検知するずれ検知手段と、前記ず
れ検知手段の検知結果に基づいて前記ずれ方向に応じて出力される音を変更するナビゲー
ション情報提供手段と、を備えることである。
【００１０】
　本発明の実施の形態に係る第２の特徴は、超音波振動子を有し且つこれらの各超音波振
動子から送信される超音波ビームを、穿刺針を含む被検体内で３次元状にスキャンさせな
がらその超音波エコー信号を取得するデータ取得手段と、前記データ取得手段により取得
された前記超音波エコー信号に基づいて前記被検体内の形態情報及びその血流情報の少な
くとも一方に関する３次元データを実時間で解析するデータ解析手段と、前記データ解析
手段により解析された前記３次元データに基づいて前記被検体内の任意断面の２次元断層
像及び３次元投影像の少なくとも一方を含む画像を実時間で生成する超音波画像生成手段
と、前記超音波画像生成手段で生成した前記画像を表示するモニタと、前記被検体内の前
記任意断面に対する前記穿刺針の穿刺位置のずれ方向を検知するずれ検知手段と、前記ず
れ検知手段の検知結果に基づいて前記ずれ方向に応じて出力される音を変更するナビゲー
ション情報提供手段と、を備え、前記ナビゲーション情報提供手段は、穿刺位置のずれ方



(4) JP 5121384 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

向に応じて音が出力される場所を変更可能であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、穿刺術を行っているオペレータに対して穿刺針の穿刺位置のずれの方
向を速やかに知らせることができ、安全で正確な穿刺術を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。
【００１４】
　（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態に係る超音波診断装置の概略構成を図１に示す。この超音波
診断装置は、同図に示すように、装置本体１と、超音波プローブ２と、入力装置３と、モ
ニタ４と、スピーカ５とを備えている。装置本体１内には、超音波送信ユニット６と、超
音波受信ユニット７と、Ｂモード処理ユニット８と、ドプラ処理ユニット９と、画像生成
ユニット１０と、画像メモリ１１と、画像合成部１２と、制御プロセッサ１３と、内部記
憶部１４と、インターフェース部１５と、ずれ検知部１６と、音情報生成部１７とが設け
られている。
【００１５】
　超音波プローブ２は、超音波送信ユニット６からの駆動信号に基づき超音波を発生して
被検体Ｐからの反射波を電気信号に変換する複数の超音波振動子と、該超音波振動子に設
けられた整合層と、超音波振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材とを
有している。複数の超音波振動子は、２次元状に配列されている。超音波プローブ２から
被検体Ｐに超音波ビームが送信されると、送信された超音波ビームは、体内組織の音響イ
ンピーダンスの不連続面で次々と反射され、超音波エコー信号として超音波プローブ２に
受信される。この超音波エコー信号の振幅は、反射することになった不連続面における音
響インピーダンスの差に依存する。また、送信された超音波ビームが、移動している血流
や、心臓壁の表面で反射された場合の超音波エコー信号は、ドプラ効果により移動体の超
音波送信方向の速度成分に依存して、周波数偏移を受ける。超音波プローブ２の位置情報
は、収集されるデータと共に随時内部記憶部１４に送られる。また、超音波プローブ２に
は、穿刺用アダプタ１８が固定され、穿刺用アダプタ１８には穿刺針１９がスライド可能
に保持されている。
【００１６】
　入力装置３は、装置本体１に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領域（
ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１に取り込むための各種スイ
ッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を有している。例えば、オペレー
タが入力装置３の終了ボタンや停止ボタンを操作すると、超音波ビームの送信及び超音波
エコー信号の受信が終了し、超音波診断装置は一時停止状態となる。
【００１７】
　モニタ４は、画像生成ユニット１０からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学的情
報や、血流情報を画像として表示する。
【００１８】
　スピーカ５は、被検体Ｐ内のターゲットに向けて穿刺される穿刺針１９の穿刺方向をナ
ビゲーションするための音、又は、音の一態様である音声を出力する。このスピーカ５は
、モニタ４の片側に位置して一個取り付けられ、又は、モニタ４の両側に位置して一対取
り付けられている。スピーカ５から出力される音は、穿刺針１９をナビゲーションする方
向（手前側又は奥側）と、ナビゲーションする量とに応じて、音の高さや、音のパターン
等が変更可能とされている。例えは、穿刺針１９を手前側にナビゲーションする場合には
、音が高音になり、穿刺針１９を奥側にナビゲーションする場合には音が低音となる。あ
るいは、穿刺針１９を手前側にナビゲーションする場合には連続音となり、穿刺針１９を
奥側にナビゲーションする場合には間歇音となる。さらに、ナビゲーションする量が大き
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い場合には音量が大きくなる。
【００１９】
　モニタ４の両側に一対のスピーカ５が設けられている場合には、穿刺針１９を手前側に
ナビゲーションする場合には一方のスピーカ５から音を出力し、穿刺針１９を奥側にナビ
ゲーションする場合には他方のスピーカ５から音を出力する。
【００２０】
　スピーカ５からナビゲーションのために音声を出力する場合には、その音声は、例えば
、「穿刺針を手前側にずらして下さい」、「穿刺針を奥側にずらして下さい」等である。
【００２１】
　超音波送信ユニット６は、図示していないトリガ発生回路、遅延回路及びパルサ回路等
を有している。パルサ回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で
、送信する超音波を形成するためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路
では、チャンネル毎に超音波をビーム状に収束し、かつ、送信指向性を決定するのに必要
な遅延時間が、各レートパルスに与えられる。トリガ発生回路は、このレートパルスに基
づくタイミングで、超音波プローブ２に駆動パルスを印加する。
【００２２】
　なお、超音波送信ユニット６は、制御プロセッサ１３の指示に従って所定のスキャンシ
ーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有し
ている。特に、送信駆動電圧の変更については、瞬時にその値を切り替え可能なリニアア
ンプ型の発信回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構により実現され
る。
【００２３】
　超音波受信ユニット７は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を有し
ている。アンプ回路では、超音波プローブ２を介して取り込まれた超音波エコー信号をチ
ャンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅された超音波エコー信号に対し受信指向
性を決定するのに必要な遅延時間を与え、その後、加算器において加算処理を行う。この
加算により、超音波エコー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受
信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２４】
　Ｂモード処理ユニット８は、超音波受信ユニット７から超音波エコー信号を受け取り、
対数増幅、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生
成する。このデータは画像生成ユニット１０に送信され、Ｂモード処理ユニット８からの
信号を反射波の強度を輝度にて表わしたＢモード画像としてモニタ４に表示される。この
時、エッジ強調や時間平滑化、空間平滑化など、種々の画像フィルタも実施され、ユーザ
の好みに応じた画質を提供できるようになっている。
【００２５】
　ドプラ処理ユニット９は、超音波受信ユニット２２から受け取った超音波エコー信号か
ら速度情報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、
平均速度、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。得られた血流情報は、画像
生成ユニット１０に送られ、平均速度画像、分散画像、パワー画像、これらの組み合わせ
画像としてモニタ４にカラー表示される。
【００２６】
　画像生成ユニット１０は、前記のほか、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなど
に代表される一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換し、表示画像としての超
音波画像を生成する。この超音波画像は、任意断面の２次元断層像及び３次元投影像の少
なくとも一方を含んでいる。画像生成ユニット１０は、画像データを格納する記憶メモリ
を搭載しており、例えば、診断の後にオペレータが検査中に記録された画像を呼び出すこ
とが可能となっている。なお、当該画像生成ユニット１０に入る以前のデータは、「生デ
ータ」と呼ばれることがある。
【００２７】
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　画像メモリ１１は、例えば、フリーズする直前の複数フレームに対応する超音波画像を
保存するメモリである。この画像メモリ１１に記憶されている画像を連続表示（シネ表示
）することで、超音波動画像を表示することも可能である。
【００２８】
　画像合成部１２は、画像生成ユニット１０から受け取った画像を種々のパラメータの文
字情報やメモリと共に合成し、ビデオ信号としてモニタ４に出力する。
【００２９】
　制御プロセッサ１３は、情報処理装置としての機能を持ち、装置本体１の動作を制御す
る制御手段である。制御プロセッサ１３は、内部記憶部１４から画像生成、画像表示等を
実行するための制御プログラムを読み出して自身が有するメモリ上に展開し、各種処理に
関する演算・制御等を実行する。
【００３０】
　内部記憶部１４は、送受信条件、画像生成、表示処理、穿刺針１９のずれ検知等を実行
するための制御プログラムや、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、
超音波プローブ２の位置情報、ボディーマーク生成プログラム、その他のデータ群が保管
されている。また、必要に応じて、画像メモリ１１中の画像の保管などにも使用される。
内部記憶部１４のデータは、インターフェース部１５を経由して画像周辺装置へ転送する
ことも可能となっている。
【００３１】
　インターフェース部１５は、入力装置３、ネットワーク、新たな画像記憶装置（図示せ
ず）に関するインターフェースである。
【００３２】
　ずれ検知部１６は、画像生成ユニット１０で生成された画像から、穿刺針１９を穿刺し
たいターゲットに対する穿刺針１９の穿刺位置のずれ方向とずれ量とを検知する。この検
知は、例えば、図２に示すように、超音波プローブ２から超音波ビームを３次元ボリュー
ムスキャンすることにより得られる複数の断層面Ａ～Ｄごとに、穿刺針１９の先端のエコ
ー信号強度を調べることにより行われる。実際に穿刺したい断層面が断層面Ｃである場合
において、穿刺針１９の先端が断層面Ｃ上に位置すれば、ずれが生じていないと検知され
る。一方、実際に穿刺したい断層面Ｃに対し、穿刺針１９の先端が断層面Ｄ又はＥ上に位
置すれば、穿刺針１９の穿刺位置が奥側にずれていると検知され、かつ、穿刺針１９の先
端が断層面Ｅ上に位置する場合には断層面Ｄ上に位置する場合よりもずれ量が大きいと検
知される。また、実際に穿刺したい断層面Ｃに対し、穿刺針１９の先端が断層面Ａ又はＢ
上に位置すれば、穿刺針１９の穿刺位置が手前側にずれていると検知され、かつ、穿刺針
１９の先端が断層面Ａ上に位置する場合には断層面Ｂ上に位置する場合よりもずれ量が大
きいと検知される。
【００３３】
　音情報生成部１７は、ずれ検知部１６での穿刺針１９の穿刺位置のずれの検知結果に基
づき、スピーカ５から出力する音の信号を生成し、この信号をスピーカ５に伝達する。ま
た、スピーカ５から音声を出力する場合には、例えば、「穿刺針を手前側にずらして下さ
い」、「穿刺針を奥側にずらして下さい」等の音声が出力される。
【００３４】
　なお、上記構成において、この発明のデータ取得手段には、超音波プローブ２と超音波
送信ユニット６と超音波受信ユニット７と制御プロセッサ１３と内部記憶部１４とが含ま
れている。データ解析手段には、Ｂモード処理ユニット８とドプラ処理ユニット９と制御
プロセッサ１３と内部記憶部１４とが含まれている。超音波画像生成手段には、画像生成
ユニット１０と画像合成部１２と制御プロセッサ１３と内部記憶部１４とが含まれている
。ずれ検知手段には、ずれ検知部１６と制御プロセッサ１３と内部記憶部１４とが含まれ
ている。ナビゲーション情報提供手段には、音情報生成部１７と制御プロセッサ１３と内
部記憶部１４とスピーカ５とが含まれている。
【００３５】
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　このような構成において、超音波穿刺術の最中は、画像生成ユニット１０で生成された
画像がモニタ４に表示され、オペレータはモニタ４に表示される画像を見ながら超音波穿
刺術を行う。
【００３６】
　この超音波穿刺術に際し、穿刺針１９を穿刺したいターゲットを含む断層面に対する穿
刺針１９の穿刺位置のずれが検知された場合には、そのずれ方向及びずれ量に応じた音が
スピーカ５から出力される。
【００３７】
　したがって、穿刺針１９の穿刺位置が被検体Ｐ内のターゲットからずれたことを知らせ
る音がスピーカ５から出力されることにより、オペレータは穿刺針１９の穿刺位置がずれ
たことを速やかに認識することができる。しかも、スピーカ５から出力される音は、穿刺
位置のずれ方向とずれ量とに応じて変更されるので、スピーカ５から出力された音を聞い
たオペレータは、穿刺針１９の穿刺方向を適正な穿刺方向に向けて速やかに修正すること
ができる。このため、穿刺針１９を確実にターゲットに穿刺することができ、超音波穿刺
術の安全性を向上させることができる。
【００３８】
　（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態に係る超音波診断装置について、図３に基づいて説明する。
なお、第２の実施の形態及び以下に説明する他の実施の形態において、第１の実施の形態
において説明した構成要素と同じ構成要素には同じ符号を付け、重複する説明は省略する
。
【００３９】
　図３は、第２の実施の形態に係る超音波診断装置の概略構成を示すブロック図である。
この超音波診断装置の基本的な構成は第１の実施の形態に係る超音波診断装置と同じであ
り、異なる点は、スピーカ５に代えて一対の振動体２０が設けられ、ナビゲーション情報
提供手段には、振動生成部２１と制御プロセッサ１３と内部記憶部１４と振動体２０とが
含まれている点である。
【００４０】
　振動体２０は、振動を出力する部材であり、例えば、オペレータの左右の耳の後ろなど
に取り付けられ、骨伝動で振動を伝える方式のものを採用することができる。
【００４１】
　振動生成部２１は、ずれ検知部１６で検知された穿刺針１９の穿刺位置のずれに基づき
、振動体２０から振動を出力させる信号を生成する。この信号が振動体２０に伝達される
ことにより、振動体２０から振動が出力される。なお、一対の振動体２０は左右の耳の後
に取り付けられており、穿刺針１９を手前側にナビゲーションする場合には一方の振動体
２０から振動を出力し、穿刺針１９を奥側にナビゲーションする場合には他方の振動体２
０から振動を出力する。また、各振動体２０から出力される振動は、穿刺針１９のずれ量
が大きくなるにつれて大きくなるように設定されている。
【００４２】
　なお、振動体としては、足に振動を伝えるフットスイッチ方式のものを採用してもよい
。
【００４３】
　このような構成において、超音波穿刺術に際し、穿刺針１９を穿刺したいターゲットを
含む断層面に対する穿刺針１９の穿刺位置のずれが検知された場合には、そのずれ方向及
びずれ量に応じた振動が振動体２０から出力される。
【００４４】
　したがって、穿刺針１９の穿刺位置が被検体Ｐ内のターゲットからずれたことを知らせ
る振動が振動体２０からオペレータに出力されることにより、オペレータは穿刺針１９の
穿刺位置がずれたことを速やかに認識することができる。しかも、振動体２０から出力さ
れる振動は、穿刺位置のずれ方向とずれ量とに応じて変更されるので、振動体２０から出
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力された振動が伝わったオペレータは、穿刺針１９の穿刺方向を適正な穿刺方向に向けて
速やかに修正することができる。このため、穿刺針１９を確実にターゲットに穿刺するこ
とができ、超音波穿刺術の安全性を向上させることができる。
【００４５】
　（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態に係る超音波診断装置について、図４ないし図６に基づいて
説明する。図４は、第３の実施の形態に係る超音波診断装置の概略構成を示すブロック図
である。この超音波診断装置の基本的な構成は第１の実施の形態に係る超音波診断装置と
同じであり、異なる点は、スピーカ５が省かれ、ナビゲーション情報提供手段には、矢印
生成部２２と制御プロセッサ１３と内部記憶部１４とが含まれている点である。
【００４６】
　矢印生成部２２は、ずれ検知部１６で検知された穿刺針１９の穿刺位置のずれに基づき
、モニタ４に表示される矢印２３ａ、２３ｂの画像を生成する。生成された矢印２３ａ、
２３ｂの画像は、画像生成ユニット１０から受け取った画像と画像合成部１２において合
成され、モニタ４に表示される。
【００４７】
　図５は、モニタ４内に表示される矢印２３ａ、２３ｂの画像を示している。矢印２３ａ
は、穿刺針１９を手前側にナビゲーションする場合に表示される矢印である。矢印２３ｂ
は、穿刺針１９を奥側にナビゲーションする場合に表示される矢印である。また、穿刺針
１９の穿刺位置のずれ量が大きくなるにつれ、矢印２３ａ、２３ｂの大きさが大きくなる
なるように設定されている。モニタ４内に矢印２３ａ、２３ｂが表示されるのは超音波穿
刺術が行われている場合であり、図５では省略しているが、超音波穿刺術が行われている
場合には、モニタ４内には任意断面の２次元断層像及び３次元投影像の少なくとも一方が
表示されている。
【００４８】
　なお、モニタ４内に表示される他の矢印としては、図６に示すような形の矢印２４ａ、
２４ｂとしてもよい。矢印２４ａは、穿刺針１９を手前側にナビゲーションする場合に表
示される矢印である。矢印２４ｂは、穿刺針１９を奥側にナビゲーションする場合に表示
される矢印である。また、穿刺針１９の穿刺位置のずれ量が大きくなるにつれ、矢印２４
ａ、２４ｂの直径が大きくなるなるように設定されている。
【００４９】
　このような構成において、超音波穿刺術に際し、穿刺針１９を穿刺したいターゲットを
含む断層面に対する穿刺針１９の穿刺位置のずれが検知された場合には、そのずれ方向及
びずれ量に応じた矢印２３ａ、２３ｂ（又は、２４ａ、２４ｂ）がモニタ４内に表示され
る。
【００５０】
　したがって、穿刺針１９の穿刺位置が被検体Ｐ内のターゲットからずれたことを知らせ
る矢印２３ａ、２３ｂ（２４ａ、２４ｂ）がモニタ内上に表示されることにより、オペレ
ータは穿刺針１９の穿刺位置がずれたことを速やかに認識することができる。しかも、矢
印２３ａ、２３ｂ（２４ａ、２４ｂ）は、穿刺位置のずれ方向とずれ量とに応じて変更さ
れるので、モニタ４内に表示された矢印２３ａ、２３ｂ（２４ａ、２４ｂ）を見たオペレ
ータは、穿刺方向を速やかに修正することができる。このため、穿刺針１９を確実にター
ゲットに穿刺することができ、超音波穿刺術の安全性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る超音波診断装置の概略構成を示すブロック図で
ある。
【図２】穿刺針のターゲットに対するずれの検出について説明する模式図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係る超音波診断装置の概略構成を示すブロック図で
ある。
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【図４】本発明の第３の実施の形態に係る超音波診断装置の概略構成を示すブロック図で
ある。
【図５】モニタ内に表示される穿刺針のずれを表示する矢印を示す説明図である。
【図６】モニタ内に表示される穿刺針のずれを表示する他の矢印を示す説明図である。
【符号の説明】
【００５２】
　４　　　モニタ
　Ｐ　　　被検体

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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